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事業主等

滞納整理の主な流れ
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繰り返し実施す
ることもある。
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労働保険料等を納期限までに完納しない場合には、督促状により納付を督促をし（督促は差押
えの前提要件）、督促状の指定期限を過ぎた場合には、納付督励等を実施する。それでもなお納
付されない場合には、財産調査で差押えの対象となる財産の発見等を行い、差押えにより対象と
なる滞納者の財産の処分を禁止し、換価（現金化）の上、滞納保険料に充てられることとなる。
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労働保険加入促進業務フロー図

民間事業者（受託者）

○労働保険適正加入推進員の配置
○加入促進計画の策定
○活動状況の把握・分析

未手続事業への適正加入勧奨及び
労働保険制度の周知・相談対応

○情報交換のための全国会議の開催
○加入勧奨で工夫した点、苦労した点等
をまとめた好事例集の作成
○労働保険適正加入推進員への指導
・監督

○制度周知パンフレットの作成等

事業の効果的実施

その他

厚生労働省

都道府県
労働局

協議

労働保険適正
加入推進員

事業の委託

加入勧奨状況の報告

戸別訪問による適
正加入勧奨、制度
の周知等の実施

連携・協力の確保

未手続情報

加入勧奨状況
の提供

（勧奨活動が不調の場
合）局による指導・職権
成立

未手続
事業場

○労働局、事業主団体等と連携・協力など
○加入勧奨対象事業場の選定

未手続事業場の情報収集

保険関係成立
の確認

※ 労働保険適正加入指導員の配置
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